
 

尼崎市議会の組織図 

 
市議会構成 
 議会は、議事機関としての性格に鑑み、議会の活動に必要な内部組織として、議長、副議
長をはじめ、常任委員会、特別委員会等の内部組織がおかれています。本会議の組織を図示
すると、概ね次のとおりです。 

               議会運営委員会                      

                                      定数    

               常任委員会    総 務 消 防 委 員 会（９人）   

                        文 教 委 員 会（９人）   

 議 会   本会議              健 康 福 祉 委 員 会（９人）   

 議 長                    経 済 環 境 市 民 委 員 会（８人）   

 副議長                    建 設 企 業 委 員 会（９人）   

                                            

               特別委員会    【予 算 特 別 委 員 会】      

               法、条例に     （正副議長を除く議員全員）      

               基づくもの    【一般・特別会計決算特別委員会】(11人以内） 

                        【企業会計決算特別委員会】(11人以内） 

                        【資 格 審 査 特 別 委 員 会】      

                        【懲 罰 特 別 委 員 会】      

                                            

               特別委員会    鉄道施設整備促進特別委員会（15人）   

                        総合計画等特別委員会（15人）      

       協議又は    法に基づか                        

       調整を行う   ないもの                         

       ための場                                 

               諸 会 議    会 派 代 表 者 会       

               規定などに   （正副議長及び交渉団体幹事長）      

               よるほか任    議 員 総 会（議員全員） 

               意に設置す    各 常 任 委 員 協 議 会       

               るもの     （各常任委員会の委員）          

                        正 副 委 員 長 会       

                        （正副議長及び常任委員会の正副委員長） 

                        議 会 だ よ り 編 集 委 員 会       

                        （各会派から１人、現員５人）      

                        議会のあり方検討委員会（７人）   

                                            

                        議 会 事 務 局       

（注）【  】内の会議は、必要のつど設置又は開催するものである。            
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